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(57)【要約】
【課題】柄が傘本体から容易に柄が抜け落ちることがな
く、且つ簡単な操作で柄を取り外して傘の盗難等を防止
することができる傘の柄着脱装置の提供を課題とする。
【解決手段】傘本体１００の中棒１１０に係止ピン１１
１を設け、柄２００の受入孔２１０には、補助筒２２０
を回動自在に保持すると共に、案内溝２１１を形成し、
底部に第１の付勢手段３００と第２の付勢手段４００と
を設け、補助筒２２０にはカム溝２３０を形成し、柄２
００を取り付ける際は、柄２００を傘本体１００に差し
込むことで、案内溝２１１内に入った中棒１１０の係止
ピン１１１を第１、第２の付勢手段３００、４００に抗
してカム溝２３０の係止ポケット部に進入させて係止し
、柄２００を取り外す際は、補助筒２２０を手で第２の
付勢手段４００に抗して回動させて、係止ピン１１１を
係止ポケット部から離脱させ、第１の付勢手段３００に
よって軸方向に押し上げて抜脱させる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傘本体に柄を着脱自在に取り付けるようにした傘の柄着脱装置であって、前記傘本体の
中棒に係止ピンを設け、前記柄には前記中棒を受け入れる受入孔を形成し、該受入孔には
、孔内に補助筒を回動自在に保持すると共に、受入孔の内壁に前記係止ピンを案内する案
内溝を形成し、且つ受入孔の底部には、前記中棒を軸方向に付勢するための第１の付勢手
段と、前記補助筒を円周方向に付勢する第２の付勢手段とを設け、前記補助筒には前記係
止ピンと嵌り合うカム溝を形成し、柄を傘本体に取り付ける際には、前記柄をその受入孔
により前記傘本体の中棒に差し込むことで、前記案内溝内に入った中棒の係止ピンを前記
第１、第２の付勢手段に抗して前記カム溝の係止ポケット部まで進入させて係止し、柄を
傘本体から取り外す際には、前記補助筒を手で前記第２の付勢手段に抗して回動させるこ
とで、前記係止ピンを前記係止ポケット部から離脱させると共に、前記第１の付勢手段に
よって前記柄を軸方向に押し上げて中棒から抜脱させるようにしたことを特徴とする傘の
柄着脱装置。
【請求項２】
　補助筒にはその周縁に係合片部を形成し、受入孔にはその周縁に係合凹部を形成し、補
助筒の前記係合片部を受入孔の前記係合凹部に係合することで、補助筒の回動を前記係合
凹部の凹部幅によって一定範囲でのみ許容するように構成してあることを特徴とする請求
項１に記載の傘の柄着脱装置。
【請求項３】
　補助筒のカム溝には、第２の付勢手段の付勢力に抗する方向に傾斜する傾斜部を設け、
該傾斜部の下部から前記第２の付勢手段の付勢力の方向に延設して係止ポケット部を形成
してあることを特徴とする請求項１又は２に記載の傘の柄着脱装置。
【請求項４】
　第１の付勢手段は押出し付勢バネからなり、第２の付勢手段は円周方向付勢バネからな
り、両付勢バネを受入孔の底面に一体に取り付け、押出し付勢バネによって中棒の先端を
軸方向に付勢すると共に、円周方向付勢バネを補助筒に掛止することで該補助筒を円周方
向に付勢するようにしたことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の傘の柄着脱装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は傘の柄着脱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、傘の柄着脱装置として、特開２００３－３３２１０号公報には、傘の柄の軸杆差
し込み孔に傘の軸杆を挿着し、傘の軸杆に内装した弾性体の付勢力により、係止具を柄の
外周壁に貫通する係止孔に突出させて係止させるようにした傘の柄取付構造が提供されて
いる。
　また特開２００４－５７３９２号公報には、傘の柄本体に有底孔を形成し、その有底孔
の底部に隙間が生じるように筒状体を嵌着し、隙間には弾性体を設け、筒状体の内周部に
縦溝を貫通状に形成すると共に、下縁部に凹溝を形成し、一方、傘の中棒にはその下端両
側に貫通する突起を設け、傘の中棒を筒状体に挿入、回転させて中棒の突起を筒状体の凹
溝に係止させることで、中棒と柄本体とを一体に結合するようにした傘の柄の取付機構が
提供されている。
【特許文献１】特開２００３－３３２１０号公報
【特許文献２】特開２００４－５７３９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　上記特許文献１に示すような傘の柄取付構造は、柄と軸杆とを簡単に結合することがで
きる便利な取付構造ではあるが、柄を単に取り付けるだけの構造であって、容易に取り外
しすることができないものであった。
　上記特許文献２に示すような傘の柄の取付機構は、傘の中棒を柄本体の筒状体内に挿入
し、回転させるだけで簡単に係止がなり、また柄本体を中棒から取り外しもできるように
はなされているが、凹溝に突起が単純に掛着されているだけであるので、柄本体を取り付
けた状態において、強い風雨などで凹溝から突起が簡単に外れる可能性があり、傘が飛ん
でしまう等の問題がある。また柄本本体を取り外した際に、コイルバネ等の他の部品も一
緒に外されることから、それらの部品も柄本体と共に失うことなく保持しておかねばなら
ないという問題がある。
【０００４】
　そこで本発明は上記従来技術の問題を解決し、簡単な操作を施すだけで傘本体から柄を
取り外すことができると共に、柄を傘本体に取り付けた状態において容易に柄が抜け落ち
たりすることがなく、柄を取り外せることで傘の盗難等を防止することができる傘の柄着
脱装置の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を達成するための発明の傘の柄着脱装置は、傘本体に柄を着脱自在に取り付け
るようにした傘の柄着脱装置であって、前記傘本体の中棒に係止ピンを設け、前記柄には
前記中棒を受け入れる受入孔を形成し、該受入孔には、孔内に補助筒を回動自在に保持す
ると共に、受入孔の内壁に前記係止ピンを案内する案内溝を形成し、且つ受入孔の底部に
は、前記中棒を軸方向に付勢するための第１の付勢手段と、前記補助筒を円周方向に付勢
する第２の付勢手段とを設け、前記補助筒には前記係止ピンと嵌り合うカム溝を形成し、
柄を傘本体に取り付ける際には、前記柄をその受入孔により前記傘本体の中棒に差し込む
ことで、前記案内溝内に入った中棒の係止ピンを前記第１、第２の付勢手段に抗して前記
カム溝の係止ポケット部まで進入させて係止し、柄を傘本体から取り外す際には、前記補
助筒を手で前記第２の付勢手段に抗して回動させることで、前記係止ピンを前記係止ポケ
ット部から離脱させると共に、前記第１の付勢手段によって前記柄を軸方向に押し上げて
中棒から抜脱させるようにしたことを第１の特徴としている。
　また本発明の傘の柄着脱装置は、上記第１の特徴に加えて、補助筒にはその周縁に係合
片部を形成し、受入孔にはその周縁に係合凹部を形成し、補助筒の前記係合片部を受入孔
の前記係合凹部に係合することで、補助筒の回動を前記係合凹部の凹部幅によって一定範
囲でのみ許容するように構成してあることを第２の特徴としている。
　また本発明の傘の柄着脱装置は、上記第１又は第２の特徴に加えて、補助筒のカム溝に
は、第２の付勢手段の付勢力に抗する方向に傾斜する傾斜部を設け、該傾斜部の下部から
前記第２の付勢手段の付勢力の方向に延設して係止ポケット部を形成してあることを第３
の特徴としている。
　また本発明の傘の柄着脱装置は、上記第１～第３の特徴に加えて、第１の付勢手段は押
出し付勢バネからなり、第２の付勢手段は円周方向付勢バネからなり、両付勢バネを受入
孔の底面に一体に取り付け、押出し付勢バネによって中棒の先端を軸方向に付勢すると共
に、円周方向付勢バネを補助筒に掛止することで該補助筒を円周方向に付勢するようにし
たことを第４の特徴としている。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１に記載の傘の柄着脱装置によれば、傘本体の中棒に対して柄を上方から挿入し
、前記中棒の係止ピンを柄の受入孔に形成した案内溝に沿って進入させることで、中棒の
係止ピンを、第１の付勢手段による軸方向付勢力及び第２の付勢手段による円周方向付勢
力に抗して、補助筒のカム溝の係止ポケット部まで進入させて係止させることができる。
これにより柄を傘本体に結合させることができる。
　また柄を傘本体から取り外す場合には、手操作により補助筒を第２の付勢手段による円



(4) JP 2009-136428 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

周方向付勢力に抗して回動させることで、中棒の係止ピンを係止ポケット部から離脱させ
れば、前記柄を第１の付勢手段による軸方向付勢力の助けを得て、容易に中棒から柄を抜
脱させることができる。抜脱させた柄を自ら保持しておくことで、傘置き場に残された傘
本体は柄のない状態であるので、他人に持ち出されることがない。また柄については他人
に取られることがないので、お気に入りの柄を取られることがなく、また高価な柄を購買
することも可能となる。
　勿論、傘本体に結合された状態にある柄は、中棒の係止ピンが円周方向に付勢されて係
止ポケット部に係止された状態にあり、使用者が手で補助筒を回動操作しない限り、前記
傘本体と前記柄とは、その結合が簡単には外れることがなく、よって強い風雨等の状況下
にあっても、傘本体が柄から抜け飛ぶようなことは生じない。
　また前記傘本体から柄を取り外す際、取り外されるのは柄だけであり、他の付属部品等
が取り外されることはないので、部品紛失等の問題が生じることがない。
【０００７】
　請求項２に記載の傘の柄着脱装置によれば、請求項１の構成による作用効果に加え、補
助筒にはその周縁に係合片部を形成し、受入孔にはその周縁に係合凹部を形成し、補助筒
の前記係合片部を受入孔の前記係合凹部に係合することで、補助筒の回動を前記係合凹部
の凹部幅によって一定範囲でのみ許容するように構成してあるので、
　補助筒は、第２の付勢手段による円周方向付勢力に抗して回動させることができる範囲
が一定範囲に規制されるので、必要以上の回動による第２の付勢手段の故障、損傷を無く
すことができると共に、柄の結合と離脱に必要な回動を保障することが可能となる。
【０００８】
　請求項３に記載の傘の柄着脱装置によれば、請求項１又は２に記載の構成による作用効
果に加えて、補助筒のカム溝には、第２の付勢手段の付勢力に抗する方向に傾斜する傾斜
部を設け、該傾斜部の下部から前記第２の付勢手段の付勢力の方向に延設して係止ポケッ
ト部を形成してあるので、
　傾斜部を設けたことにより、その傾斜部を越えて傾斜部の下部から第２の付勢手段によ
る円周方向付勢力の方向に延設された係止ポケット部に入った係止ピンの逆行を、効果的
に抑えることができる。加えて、第２の付勢手段による円周方向付勢力が前記係止ピンに
働くので、該係止ピンを係止ポケット部内に確実に係止することができる。
　よって前記傘本体と前記柄とを確実に結合することができ、強い風雨でも前記柄が外れ
たりすることなく使用できる。
【０００９】
　請求項４記載の傘の柄着脱装置によれば、請求項１～３の何れかに記載の構成による作
用効果に加えて、第１の付勢手段は押出し付勢バネからなり、第２の付勢手段は円周方向
付勢バネからなり、両付勢バネを前記受入孔の底面に一体に取り付け、押出し付勢バネに
よって中棒の先端を軸方向に付勢すると共に、円周方向付勢バネを補助筒に掛止すること
で該補助筒を円周方向に付勢するようにしたので、
　押出し付勢バネと円周方向付勢バネを用いて、これらを柄の受入孔の底面に一体に取り
付けることで、簡単且つシンプルな構成で、中棒の軸方向への付勢と、補助筒の円周方向
への付勢とを同時に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下の図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　図１は本発明の実施形態に係る傘の柄着脱装置の一部断面斜視図、図２は本発明の傘の
柄着脱装置の要部となる受入孔を構成する孔構成筒と補助筒とを示す斜視図、図３は本発
明の第１の付勢手段と第２の付勢手段とを示す斜視図、図４は係止ピンを受入孔の案内溝
に差し入れを開始した状態である定常位置を表した断面図、図５は係止ピンをカム溝の傾
斜部に進出させた状態である付勢位置を表した断面図、図６は係止ピンをカム溝の係止ポ
ケット部に係止させた状態を示す断面図である。
【００１１】
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　先ず図１を参照して、本発明の傘の柄着脱装置１は、傘本体１００と、該傘本体１００
に対して着脱自在に取り付けられる柄２００とからなる。
　傘本体１００は中棒１１０を有する。中棒１１０は、前記傘本体１００の芯軸として金
属製の直管で形成され、前記中棒１１０の基端側が前記柄２００の後述する受入孔２１０
に挿入されるようになされている。該中棒１１０には係止ピン１１１を設けている。該係
止ピン１１１は、前記中棒１１０に対して直角方向に突起するよう形成している。符号１
１２は衝止盤で、柄２００を傘本体１００に結合したときに、柄２００の後述する受入孔
２１０の隙間を蓋する機能を果たす。
【００１２】
　図２～３も参照して、前記柄２００には、前記中棒１１０を受け入れる受入孔２１０を
形成している。該受入孔２１０は、実際には、別体として構成した孔構成筒２０１の筒孔
として形成されている。この孔構成筒２０１を柄２００の孔に嵌め込んで一体に固着する
ことで、柄の２００の受入孔２１０が構成される。
　前記孔構成体２０１の筒孔でもある受入孔２１０に、補助筒２２０が回動自在に保持さ
れている。また受入孔２１０の内壁に前記係止ピン１１１を案内する案内溝２１１が形成
されている。更に受入孔２１０の底部に第１の付勢手段３００と第２の付勢手段４００と
が設けられている。
　前記補助筒２２０の内壁にはカム溝２３０が形成されている。
【００１３】
　前記柄２００の受入孔２１０に設けた案内溝２１１は、傘本体１００の中棒１１０を受
入孔２１０に受け入れる際に、中棒１１０の係止ピン１１１と係合して、これを進入方向
に案内するための溝で、柄２００の軸方向に延びる直線溝とされている。
【００１４】
　また前記補助筒２２０のカム溝２３０もまた、傘本体１００の中棒１１０を受入孔２１
０に差し込む際に、前記案内溝２１１と共に中棒１１０の係止ピン１１１を係合する。
　カム溝２３０の底は前記案内溝２１１の底と一致するようにしてある。またカム溝２３
０は溝の開口端から暫くは軸方向の直線溝とし、その後に前記軸方向から少し傾斜させた
傾斜部２３１を形成している。この傾斜部２３１の傾斜方向は、前記第２の付勢手段４０
０による円周方向付勢力に抗する方向としている。
　そして前記傾斜部２３１の下部、実際には下端から、円周方向に、前記第２の付勢手段
４００による円周方向付勢力の加わる方向に延設して係止ポケット部２３２を形成してい
る。該係止ポケット部２３２の延設端の円周方向位置は、前記カム溝２３０の開口端の位
置と同じ円周方向位置となる。
　中棒１１０の係止ピン１１１は、案内溝２１１内を案内されながら、カム溝２３０を、
その開口端から途中の傾斜部２３１を経て係止ポケット部２３２まで進入される。
【００１５】
　前記受入孔２１０の底部の周縁に係合凹部２１２が形成されている。一方、前記補助筒
２２０の底部周縁に係合片部２２１が形成されている。補助筒２２０は、その係合片部２
２１で受入孔２１０の係合凹部２１２に係合されることで、受入孔２１０内に保持され、
且つ回動自在とされている。
　ただし補助筒２２０の回動自在な範囲は、前記係合凹部２１２の凹部幅によって一定範
囲に規制されている。
　前記係合凹部２１２の凹部幅の寸法は、前記補助筒２２０のカム溝２３０の円周方向の
変位幅より少し広くした寸法に構成している。これにより補助筒２２０が必要以上に回動
することがないように規制している。
　更に詳細に言えば、前記係合凹部２１２の一端に前記係合片部２２１が当接した状態で
は、前記案内溝２１１の位置に前記カム溝２３０の開口端の円周方向位置が一致し、また
前記係止ポケット部２３２の延設端の位置と一致するように構成している。更に係止ピン
１１１がカム溝２３０の傾斜部２３１を通過するあたりでは、係合片部２２１が係合凹部
２１２の他端近くにまで移動した状態となるような構成としている。
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【００１６】
　図４～６も参照して、前記案内溝２１１がカム溝２３０の開口端と一致する位置、及び
案内溝２１１がカム溝２３０の係止ポケット部２３２の延設端と一致する位置を定常位置
Ｕとすると、第２の付勢手段４００によって補助筒２２０が円周方向に付勢されて、その
係合片部２２１が受入孔２１０の係合凹部２１２の前記一端に当接している状態が定常位
置Ｕである。また案内溝２１１がカム溝２３０の傾斜部２３１と重なっている状態を付勢
位置Ｉとすると、前記係合片部２２１が係合凹部２１２の前記一端から離れて他端近くに
移動している状態が付勢位置Ｉである。
　なお図４～６においては、第１の付勢手段３００、第２の付勢手段４００及びバネ着座
部５００は省略している。
【００１７】
　前記補助筒２２０には、その底部周縁に掛止溝２２２を形成している。この掛止溝２２
２に対して、受入孔２１０の底部に固定された第２の付勢手段４００が掛止される。これ
によって補助筒２２０は、第２の付勢手段４００により円周方向に付勢状態に保持される
。
【００１８】
　図３を参照して、前記第１の付勢手段３００と第２の付勢手段４００は、バネ着座部５
００に取り付けられて構成されている。そしてこのバネ着座部５００が前記受入孔２１０
の底部、即ち前記孔構成筒２０１の底部に一体に取り付けられる構成とされている。
　前記第１の付勢手段３００は、具体的には押出し付勢バネ３１０で構成され、第２の付
勢手段４００は、具体的には円周方向付勢バネ４１０で構成される。
　第１の付勢手段３００である押出し付勢バネ３１０は、前記傘本体１００の中棒１１０
を受入孔２１０内で軸方向に押出し付勢する。
　また第２の付勢手段４００である円周方向付勢バネ４１０は、前記補助筒２２０の掛止
溝２２２に掛けられて、補助筒２２０を円周方向に回動付勢する。
【００１９】
　なお補助筒２２０には、その一端側の端部につば部２２３を形成している。このつば部
２２３は受入孔２１０を構成する孔構成筒２０１の一端から突出した状態となっている。
　装置の組立ての一例を説明すると、押出し付勢バネ３１０と円周方向付勢バネ４１０と
を取り付けたバネ着座部５００を孔構成筒２０１の底部に固定する。そして補助筒２２０
をその係合片部２２１で孔構成体２０１の係合凹部２１２に係合させることで、補助筒２
２０を孔構成体２０１の内孔、即ち受入孔２１０内で、回動自在に保持する。そして孔構
成体２０１に固定された前記円周方向付勢バネ４１０を補助筒２２０の掛止溝２２２に掛
止する。
　以上のようにして、補助筒２２０と押出し付勢バネ３１０及び円周方向付勢バネ４１０
とが孔構成体２０１にセットされる。
　補助筒２２０と押出し付勢バネ３１０及び円周方向付勢バネ４１０とがセットされた孔
構成体２０１を、柄２００の孔に嵌め込こみ、接着剤等により、孔構成体２０１の底部及
び側周壁を固着状態にして完全に固定する。これによって組立てが完了する。
　組立てが完了した状態では、補助筒２２０のつば部２２３の側周が柄２００の側周と面
一となって、柄の一部の状態となる。ただし、前記つば部２２３は手で回動させることが
できる。
【００２０】
　上記のような構成において、本傘の柄着脱装置１の動作を説明する。
　今、柄２００を傘本体１００から外した状態においては、柄２００の受入孔２１０の案
内溝２１１と補助筒２２０のカム溝２３０の開口端とが一致した状態、即ち定常状態Ｕに
ある。この状態において、柄２００をその受入孔２１０で傘本体１００に差し込む。差し
込みに際しては、傘本体１００の中棒１１０の係止ピン１１１が柄２００の受入孔２１０
の案内溝２１１及びそれに重なった補助筒２２０のカム溝２３０の開口端に係合するよう
にする。即ち、係止ピン１１１が図４に示す位置にくるようにする。
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　柄２００を差し込むにつれ、中棒１１０が第１の付勢手段３００に抗して軸方向に進入
して行き、これに伴って前記係止ピン１１１が前記案内溝２１１に沿って進入して行く。
そして係止ピン１１１の位置が補助筒２２０の前記カム溝２３０の位置（図５に示す付勢
位置Ｉ）まで進入してくると、前記第２の付勢手段４００である円周方向付勢バネ４１０
による付勢に抗して補助筒２２０がその分だけ円周方向に回動される。このとき補助筒２
２０の係合片部２２１は、受入孔２１０の係合凹部２１２の上記一端から離れる。そして
前記係止ピン１１１が前記傾斜部２３１の下端に達して、該傾斜部２３１から離脱すると
、前記係止ピン１１１が傾斜部２３１から解放されることにより円周方向付勢バネ４１０
の付勢力が作用して補助筒２２０が回動され、その結果、係止ピン１１１が係止ポケット
部２３２内を延長端位置、即ち定常位置Ｕ（図６に示す位置）まで進入して位置付けられ
る。この位置においては、係止ピン１１１は案内溝２１１とカム溝２３０との規制によっ
て、縦、横、何れの方向にも動くことができない状態となる。即ち、柄２００が傘本体１
００に結合された状態となって、柄の取り付けが完了する。
【００２１】
　一方、前記傘本体１００から柄２００を取り外す場合には、前記補助筒２２０のつば部
２２３を手で、円周方向の付勢力に抗して、回動操作することで、前記係止ピン１１１を
前記補助筒２２０の係止ポケット部２３２からが離脱させることができる。すると、この
離脱下状態では第１の付勢手段３００である押出し付勢バネ３１０が働き、中棒１１０を
軸方向に押し上げるので、柄２００を容易に上方向に抜脱させることができる。これによ
って、柄２００を傘本体１００から取り外すことができる。この取り外しにおいては、柄
２００だけが取り外せ、他の部品が一緒に外れることはない。よって外出先では、集合す
る傘立てに差し入れ、簡単に柄２００を取り外して傘本体１００のみを残しておくことが
できるので、間違いによる持ち帰りや盗難を防止することができる。柄２００は自ら保管
できるので、例えばお気に入りの高価な柄を取り付けることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る傘の柄着脱装置の一部断面斜視図である。
【図２】本発明の傘の柄着脱装置の要部となる受入孔を構成する孔構成筒と補助筒とを示
す斜視図である。
【図３】第１の付勢手段と第２の付勢手段とを示す斜視図である。
【図４】係止ピンを受入孔の案内溝に差し入れを開始した状態である定常位置を表した断
面図である。
【図５】係止ピンをカム溝の傾斜部に進出させた状態である付勢位置を表した断面図であ
る。
【図６】係止ピンをカム溝の係止ポケット部に係止させた状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１　　　　傘の柄着脱装置
　１００　　傘本体
　１１０　　中棒
　１１１　　係止ピン
　１１２　　衝止盤
　２００　　柄
　２０１　　孔構成筒
　２１０　　受入孔
　２１１　　案内溝
　２１２　　係合凹部
　２２０　　補助筒
　２２１　　係合片部
　２２２　　掛止溝
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　２２３　　つば部
　２３０　　カム溝
　２３１　　傾斜部
　２３２　　係止ポケット部
　３００　　第１の付勢手段
　３１０　　押出し付勢バネ
　４００　　第２の付勢手段
　４１０　　円周方向付勢バネ
　５００　　バネ着座部
　Ｕ　　　　定常位置
　Ｉ　　　　付勢位置

【図１】 【図２】

【図３】
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